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資料 「半島労務管理ニ付テ」（1943 年 佐渡鉱業所作成）原文 

（引用：長澤秀編『戦時下朝鮮人中国人連合軍俘虜強制連行資料集Ⅱ 朝鮮人強制連行 文書編』、

緑陰書房、1992 年、p.143～157） 
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・「半島労務管理ニ付テ」解説 

「半島労務管理ニ付テ」は 1943 年 6 月 7 日に佐渡鉱業所を会場として、東京鉱山監督局などが

全国の朝鮮人労働者を雇用している鉱山の労務担当者らを集めて開催した「朝鮮人労務者管理協議

会」に佐渡鉱業所が提出した報告書だ。『戦時下朝鮮人中国人連合軍捕虜強制連行資料集 Ⅱ朝鮮人

強制連行（文書編）』（長澤秀編/解説、緑蔭書房、1992 年）に収録されている。 

1983 年に長澤秀氏が『在日朝鮮人史研究』（在日朝鮮人運動史研究会編、エバーグリーン出版部）

12 号で最初に活字にして公表し、研究者らが広く利用してきた。長澤氏は栖戸静雄（ならと しず

お）という人物に「御協力いただいた」としているが、どのような人物なのかは明らかにしていな

い。写真では手書きの書き込みがあるのでこの文書は協議会に参加した誰かが持っていたものと思

われる。 

佐渡鉱業所が作成したものだから、平井栄一『佐渡鉱山史』の記述と重なるところが多い。ただ、

平井本にはあった、1943 年 6 月以降の状況は当然ながら書かれていない。 

この史料で明らかになったのは 1940 年から 42 年にかけて 6 回、すべて募集形式で合計朝鮮人労

働者の移入が行われたことだ。1940 年 2 月 98 人、同 5 月 248 人、同 12 月 300 人、1941 年 6 月

153 人、同 10 月 127 人、1942 年 3 月 79 人、合計 1,005 人だ。契約期間は 1940 年の 3 回の募集で

は 3 年、41 年から 42 年の 3 回の募集では 2 年だったこともわかる。 

421 人が様々な理由で佐渡鉱山を離れており 43 年 5 月末現在で 584 人の朝鮮人労働者が残って

いた。残留率は 58％だ。 

離れた理由も整理されている。死亡 10 人、逃走 148 人、公傷送還６人、私傷送還 30 人、不良送

還 25 人、一時帰還 72 人、転出 130 人だ。逃走が約 15％（148 名）と一番多い。ただ、一部でいわ

れているように逃走が多いことが強制労働の証拠にはならない。逃走の一番の大きな原因は、より

待遇の良い職場に移ることだった。内地では若い男性が徴兵で職場を離れたので賃金が高騰してお

り、ブローカーが朝鮮人労働者の引き抜きを行っていた。 

佐渡から逃走しようとして逮捕された朝鮮人労働者の記録が残っている。それを見ると、逃亡の

ために同僚や日本人相手に逃走援助のための金銭を支払っていた。その中には 75 円という大金を

渡している事件も確認できる（『特高月報』1943 年 2 月分、105 頁）。当時の朝鮮人労働者は低額で

はない給料を貰っていたことの証明だ。 

次に注目したいのは不良送還 25 人だ。つまり、きちんと働かない者は朝鮮に帰したのだ。強制

労働ならそのようなことはしないはずだ。内地で働きたい者にとって「帰還」はある意味の制裁だ

ったのではないか。 

転出は 1943 年になって金採掘が停止して戦争物資である銅採掘だけを行うようになり、労働者

が余ったため、埼玉県などの工事現場に朝鮮人労働者を送ったものだ。 

注目すべきは、平均と最高、最低の月収が明らかにされていることだ。1943 年 4 月の月給、平均

83.88 円、最高 169.95 円（稼働 28 日）、最低 4.18 円（稼働 1 日）、5 月の月給平均 80.56 円、最高

221.03 円（稼働 28 日）、最低 6.75 円（稼働 2 日）だ。出来高払いで賃金が計算されていたので最

高と最低ではこれほど差が出るが、当時の東京の公立小学校教員の初任給が 50 から 60 円だったか

ら、かなり良い賃金だったことがわかる。 
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